
京都府循環器病対策推進計画の策定について 

 

令和４年８月 

健 康 対 策 課 

 

１ 計画策定の趣旨 

   国の循環器病対策推進基本計画に基づき、循環器病の予防、早期発見、早期治 

療、再発の予防等について、本府の循環器病対策を推進するため法定計画として 

策定するもの。 

 

 

２ 計画期間  

    「京都府保健医療計画」の計画期間（次期改定年度（令和６年度））と整合性  

を図るため、令和４年度から令和５年度まで  

 

 

３ 計画の構成（案）  

（１）循環器病の予防や正しい知識の普及  

（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実  

  ①循環器病を予防する健診の普及や取組の推進  

  ②救急搬送体制の整備  

  ③救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築  

  ④社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援  

  ⑤リハビリテーション等の取組  

  ⑥循環器病に関する適切な情報提供・相談支援  

  ⑦循環器病の緩和ケア  

  ⑧循環器病の後遺症を有する者に対する支援  

  ⑨治療と仕事の両立支援・就労支援  

  ⑩小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策  

 

 

４ スケジュール 

  令和４年７月   計画案の概要を府議会に報告  

  令和４年９月    中間案を府議会に報告  

パブリックコメント  

  令和４年１２月  計画の最終案を府議会に報告  
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